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私
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学
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法
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行
細
則
の
一
部
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改
正
す
る
規
則

　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
規
則
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二
十
五
号
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一
部
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よ
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改
正
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る
。
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。
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削
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。
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。
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改
正
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私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
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規
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し
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て
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、
改
正
後
の
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
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規
定
に
よ
る
も
の
と
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な
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。
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保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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護
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行
細
則
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一
部
を
改
正
す
る
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則

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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又
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。
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。
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行
期
日
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は
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の
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ら
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行
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る
。
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）
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正
前
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健
師
助
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師
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護
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
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師
助
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師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
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定
に
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も
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。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
を
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

加
里
全
量

ア
ル
カ
リ
分

令
和
二
年

八
月
十
八
日

第
六
一
五
号

混
合
有
機
質
肥
料

ア
ミ
ノ
マ
イ
ス
タ

ー

六
・
〇

四
・
〇

二
・
五

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町

七
番
八
号

令
和
八
年

八
月
十
七
日

令
和
三
年

一
月
十
四
日

第
六
一
六
号

副
産
石
灰
肥
料

東
方
か
き
が
ら
副

産
石
灰

四
六
・
〇

東
方
工
業
株
式
会
社

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
東
二

丁
目
十
三
番
十
号

令
和
九
年

一
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

更
新
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

加
里
全
量

ア
ル
カ
リ
分

令
和
二
年

六
月
二
十
三
日

第
五
八
三
号

消
石
灰

６
８
％
防
散
消
石

灰

六
八
・
〇

宮
城
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
北
桜
場
八
十
六

令
和
八
年

七
月
三
十
一
日

令
和
二
年

六
月
二
十
三
日

第
五
八
六
号

消
石
灰

７
０
消
石
灰

　

七
〇
・
〇

有
限
会
社
三
和
産
業

岩
手
県
一
関
市
東
山
町
松
川

字
深
堀
五
十
四
番
地
一

令
和
八
年

七
月
三
十
一
日

令
和
二
年

六
月
二
十
九
日

第
五
八
七
号

消
石
灰

７
０
消
石
灰

七
〇
・
〇

東
亜
産
業
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
西
区
横
川
町

三
丁
目
九
番
二
十
九
号

令
和
八
年

七
月
三
十
一
日

令
和
二
年

六
月
二
十
九
日

第
五
八
八
号

消
石
灰

７
０
防
散
消
石
灰

七
〇
・
〇

東
亜
産
業
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
西
区
横
川
町

三
丁
目
九
番
二
十
九
号

令
和
八
年

七
月
三
十
一
日

令
和
二
年

九
月
二
十
四
日

第
五
五
五
号

副
産
石
灰
肥
料

か
き
が
ら
副
産
石

灰

四
六
・
〇

シ
ー
シ
ー
エ
フ
ジ
ャ

パ
ン
有
限
会
社

愛
知
県
岡
崎
市
市
場
町
字
東

町
十
三
番
地

令
和
八
年

十
一
月
三
日
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令
和
二
年

九
月
二
十
四
日

第
五
五
六
号

副
産
石
灰
肥
料

か
き
が
ら
副
産
石

灰

四
六
・
〇

南
星
産
業
株
式
会
社

奈
良
県
大
和
郡
山
市
発
志
院

町
三
百
七
十
八
番
地

令
和
八
年

十
一
月
三
日

令
和
三
年

一
月
十
九
日

第
六
〇
八
号

乾
燥
菌
体
肥
料

女
川
水
産
１
号

五
・
五

四
・
〇

株
式
会
社
フ
ィ
ッ
シ

ャ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
お

な
が
わ

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
市
場

通
り
七
十
二
番

令
和
六
年

一
月
二
十
二
日

令
和
三
年

二
月
五
日

第
五
五
八
号

混
合
有
機
質
肥
料

Ｂ
Ｍ
６
５
４
２

六
・
五
　

四
・
〇

二
・
〇

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町

七
番
八
号

令
和
六
年

三
月
二
日

令
和
三
年

二
月
五
日

第
五
八
九
号

魚
廃
物
加
工
肥
料

魚
廃
物
加
工
肥
料

Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｇ

七
・
〇

四
・
〇

二
・
五

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町

七
番
八
号

令
和
六
年

二
月
八
日

令
和
三
年

二
月
二
十
六
日

第
一
〇
五
号

魚
か
す
粉
末

魚
粕
粉
末
肥
料
１

号

七
・
〇

六
・
七

太
協
物
産
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
湊
町
四
丁
目

一
番
七
号

令
和
九
年

二
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
事
項
に
係
る
変
更
を
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所

変　

更　

の　

内　

容

変
更
年
月
日

変
更
事
項

変　

更　

前

変　

更　

後

第
五
八
六
号

消
石
灰

７
０
消
石
灰

有
限
会
社
三
和
産
業

岩
手
県
一
関
市
東
山
町
松
川
字
深
堀
五
十
四
番
地

一

代
表
者
の
氏
名

佐
藤　

幸
一

佐
藤　

琢
哉

平
成
二
十
八
年

五
月
二
十
八
日

第
五
八
四
号

消
石
灰

く
み
あ
い
６
８
防

散
消
石
灰

宮
城
石
灰
鉱
山
株
式
会
社

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
十
六

氏
名
又
は
名
称

和
賀
仙
人
鉱
山
株
式
会
社

宮
城
石
灰
鉱
山
株
式
会
社

令
和
二
年

二
月
二
十
八
日

第
五
八
五
号

消
石
灰

く
み
あ
い
６
５
消

石
灰

宮
城
石
灰
鉱
山
株
式
会
社

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
十
六

氏
名
又
は
名
称

和
賀
仙
人
鉱
山
株
式
会
社

宮
城
石
灰
鉱
山
株
式
会
社

令
和
二
年

二
月
二
十
八
日

第
四
四
六
号

副
産
石
灰
肥
料

４
５
・
０
か
き
副

産
石
灰
南
三
陸
１

号

株
式
会
社
遠
藤
組

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
大
久
保
百
六

十
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

遠
藤　

善
治

遠
藤　

善
和

令
和
二
年

七
月
三
十
一
日

第
六
〇
八
号

乾
燥
菌
体
肥
料

女
川
水
産
１
号

株
式
会
社
フ
ィ
ッ
シ
ャ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
お
な
が
わ

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
市
場
通
り
七
十
二
番

代
表
者
の
氏
名

桐
野　

秀
明

中
尾　

清
志

令
和
二
年

八
月
十
七
日

第
五
五
八
号

混
合
有
機
質
肥
料

Ｂ
Ｍ
６
５
４
２

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

肥
料
の
名
称

バ
イ
オ
ノ
ミ
ク
ス
Ｂ
Ｍ

Ｂ
Ｍ
６
５
４
２

令
和
三
年

一
月
六
日

第
六
〇
八
号

乾
燥
菌
体
肥
料

女
川
水
産
１
号

株
式
会
社
フ
ィ
ッ
シ
ャ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
お
な
が
わ

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
市
場
通
り
七
十
二
番

代
表
者
の
氏
名

中
尾　

清
志

川
田　

達
也

令
和
二
年

十
月
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
三
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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肥
料
の
登
録
は
、
失
効
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

失
効
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

加
里
全
量

ア
ル
カ
リ
分

令
和
二
年

六
月
一
日

第
五
八
四
号

消
石
灰

く
み
あ
い
６
８
防

散
消
石
灰

六
八
・
〇

宮
城
石
灰
鉱
山
株
式

会
社

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
十
六

番
地

令
和
二
年

六
月
一
日

第
五
八
五
号

消
石
灰

く
み
あ
い
６
５
消

石
灰

六
五
・
〇

宮
城
石
灰
鉱
山
株
式

会
社

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
十
六

番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

　

Ａ

一
〇
・
〇
～

�

四
九
・
五

�

八
一
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
及
び
Ｄ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

前
Ｂ

一
四
・
五
～

�

四
〇
・
七

�

二
九
二
・
二

　

Ｃ
　

七
・
八
～

�

二
九
・
一

�

三
一
〇
・
七

石
巻
市
中
央
三
丁
目
三
三
番
五
地
先
か
ら

同
市
八
幡
町
一
丁
目
四
番
三
地
先
ま
で

　

Ｄ

一
一
・
三
～

�

二
四
・
七

�

一
八
七
・
〇

　

Ａ

一
〇
・
〇
～

�

三
九
・
八

�

七
四
八
・
九

後
Ｂ

一
四
・
五
～

�

四
〇
・
七

�

二
九
二
・
二

　

Ｃ
　

�

　

　

�

　

　

Ｄ
　

�

　

　

�

　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
八
幡
町
一
丁
目
九
四
番
二
地
先
か
ら

同
市
八
幡
町
二
丁
目
六
番
地
先
ま
で

前

　

六
・
〇
～

�

三
六
・
〇

�

三
四
一
・
〇

後

一
八
・
〇

�

二
九
・
九

�

三
四
一
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
六
号
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
雄
勝
線

石
巻
市
八
幡
町
一
丁
目
八
四
番
六
地
先
か
ら

同
市
八
幡
町
一
丁
目
一
七
番
一
地
先
ま
で

令
和
三
年
三
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
七
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
百
四

十
一
号
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

大
分
類

中
分
類

小
分
類

三
陸
南
沿

岸

北
上
海
岸

白
浜
地
区

海
岸

基
点
Ａ
点�　

石
巻
市
北
上
町
大
字
十
三
浜
字
下
山
四
番
二
地
先
の
北
緯

三
八
度
三
五
分
一
〇
秒
六
二
〇
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分
三

八
秒
〇
六
四
四
の
地
点

基
点
Ｂ
点�　

石
巻
市
北
上
町
大
字
十
三
浜
字
長
塩
谷
三
十
八
番
一
地
先

の
北
緯
三
八
度
三
四
分
五
八
秒
六
〇
四
五
東
経
一
四
一
度
二

七
分
五
五
秒
二
二
七
六
の
地
点

ア
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
一
〇
秒
五
八
四
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
四
八
七
八
の
地
点

イ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
一
〇
秒
一
一
二
九
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
五
三
六
一
の
地
点

ウ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
八
六
九
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
六
秒
四
〇
五
五
の
地
点

エ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
八
二
四
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
五
秒
六
八
五
九
の
地
点

オ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
八
一
〇
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
五
秒
三
六
九
〇
の
地
点

カ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
九
七
七
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
五
秒
三
六
六
三
の
地
点

キ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
八
四
八
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
三
秒
一
一
二
五
の
地
点

ク
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
五
六
〇
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
一
秒
四
四
八
六
の
地
点

ケ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
二
七
四
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
〇
秒
一
〇
二
二
の
地
点

コ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
七
四
九
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
八
秒
六
二
五
五
の
地
点

サ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
六
〇
三
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
八
秒
二
〇
〇
〇
の
地
点

シ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
三
二
七
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
七
秒
五
四
一
八
の
地
点

ス
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
〇
三
七
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
九
三
七
一
の
地
点

セ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
一
三
〇
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
八
六
四
九
の
地
点

ソ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
二
〇
七
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
七
秒
〇
二
五
三
の
地
点

タ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
三
七
三
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
八
九
五
九
の
地
点

チ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
一
二
六
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
三
八
一
二
の
地
点

ツ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
七
秒
九
六
〇
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
五
一
〇
五
の
地
点

テ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
〇
三
七
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
六
七
〇
九
の
地
点

ト
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
七
秒
九
四
四
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
七
四
三
一
の
地
点

ナ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
七
秒
七
五
四
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
三
四
六
六
の
地
点

ニ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
七
秒
五
六
七
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
六
秒
〇
〇
七
九
の
地
点

ヌ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
七
秒
四
四
一
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
五
秒
八
二
九
〇
の
地
点

ネ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
七
秒
一
五
七
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
五
秒
五
一
八
七
の
地
点

ノ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
六
秒
八
三
八
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
五
秒
二
七
六
四
の
地
点

ハ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
六
秒
五
五
四
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
五
秒
一
三
一
九
の
地
点

ヒ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
五
秒
五
七
八
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
四
秒
七
六
四
一
の
地
点

フ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
五
秒
一
七
八
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
四
秒
六
〇
一
三
の
地
点

ヘ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
四
秒
五
九
八
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
四
秒
〇
八
〇
二
の
地
点

ホ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
〇
秒
八
〇
五
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
八
秒
九
七
三
六
の
地
点

マ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
〇
秒
三
四
一
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
八
秒
六
〇
九
八
の
地
点

ミ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
九
秒
八
六
〇
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
八
秒
二
八
六
三
の
地
点

ム
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
六
秒
八
〇
五
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
六
秒
三
五
〇
〇
の
地
点

メ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
六
秒
三
〇
九
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
五
秒
二
八
三
六
の
地
点

モ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
八
八
七
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
四
秒
一
六
六
六
の
地
点

ヤ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
五
七
一
九
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
二
秒
九
九
三
九
の
地
点

ユ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
三
六
七
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
一
秒
七
八
二
一
の
地
点

ヨ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
二
七
七
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分
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�

一
〇
秒
五
四
七
八
の
地
点

ラ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
一
七
八
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
七
秒
六
五
〇
〇
の
地
点

リ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
四
秒
九
一
四
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
二
秒
七
〇
七
〇
の
地
点

ル
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
〇
〇
五
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
一
秒
八
八
八
八
の
地
点

レ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
二
二
五
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
一
秒
二
五
九
〇
の
地
点

ロ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
四
九
六
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
〇
秒
七
八
八
一
の
地
点

ワ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
六
秒
一
五
八
三
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
九
秒
八
二
三
五
の
地
点

ヲ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
六
秒
五
七
三
五
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
九
秒
二
六
六
四
の
地
点

ン
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
六
秒
八
四
三
三
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
八
秒
八
七
三
五
の
地
点

�アア
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
七
秒
〇
九
八
一
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
八
秒
三
九
七
五
の
地
点

�アイ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
七
秒
四
八
五
八
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
七
秒
六
八
七
〇
の
地
点

�アウ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
八
秒
一
四
七
一
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
六
秒
四
〇
三
一
の
地
点

�アエ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
八
秒
〇
一
二
五
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
五
秒
二
五
八
六
の
地
点

�アオ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
七
秒
九
三
五
四
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
五
秒
一
五
九
五
の
地
点

�アカ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
七
秒
四
三
一
三
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
五
秒
九
七
九
〇
の
地
点

�アキ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
四
秒
七
六
三
〇
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
六
秒
五
〇
二
二
の
地
点

�アク
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
四
秒
五
一
一
五
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
七
秒
一
五
〇
〇
の
地
点

�アケ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
三
秒
四
八
四
二
東
経
一
四
一
度
二
七
分

五
八
秒
七
八
七
〇
の
地
点

�アコ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
二
秒
三
二
二
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
二
秒
四
〇
二
七
の
地
点

�アサ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
二
秒
三
八
九
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
四
秒
八
八
二
九
の
地
点

�アシ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
二
秒
四
五
七
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
六
秒
九
六
〇
四
の
地
点

�アス
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
二
秒
五
二
七
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

〇
九
秒
一
〇
〇
二
の
地
点

�アセ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
二
秒
六
二
一
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
一
秒
二
八
五
六
の
地
点

�アソ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
三
秒
〇
二
八
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
三
秒
八
三
三
一
の
地
点

�アタ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
三
秒
七
四
〇
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
六
秒
四
四
一
五
の
地
点

�アチ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
五
秒
八
八
一
九
東
経
一
四
一
度
二
八
分

一
九
秒
五
六
七
一
の
地
点

�アツ
点�　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
六
秒
八
〇
二
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
〇
秒
二
二
九
七
の
地
点

�アテ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
〇
秒
三
八
六
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

二
五
秒
五
〇
三
二
の
地
点

�アト
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
三
秒
三
八
一
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
一
秒
一
〇
三
〇
の
地
点

�アナ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
四
秒
七
九
四
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
三
秒
四
一
五
四
の
地
点

�アニ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
二
八
六
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
三
秒
一
四
一
〇
の
地
点

�アヌ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
四
七
三
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
六
秒
四
三
五
一
の
地
点

�アネ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
六
一
六
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
六
秒
四
七
二
二
の
地
点

�アノ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
七
二
八
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
二
四
〇
一
の
地
点

�アハ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
八
秒
九
三
二
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
五
八
三
八
の
地
点

�アヒ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
二
三
九
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
八
六
八
二
の
地
点

�アフ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
三
三
〇
九
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
九
五
二
六
の
地
点

�アヘ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
七
二
七
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
九
秒
〇
一
六
三
の
地
点

�アホ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
〇
九
秒
九
五
四
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
九
一
四
〇
の
地
点

�アマ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
一
〇
秒
一
二
四
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
七
九
二
六
の
地
点

�アミ
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
一
〇
秒
一
五
五
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
七
五
二
四
の
地
点

�アム
点�　

北
緯
三
八
度
三
五
分
一
〇
秒
一
〇
七
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
一
一
七
〇
の
地
点

　

Ａ
を
基
点
に
、
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
、
ク
、
ケ
、
コ
、

サ
、
シ
、
ス
、
セ
、
ソ
、
タ
、
チ
、
ツ
、
テ
、
ト
、
ナ
、
ニ
、
ヌ
、
ネ
、

ノ
、
ハ
、
ヒ
、
フ
、
ヘ
、
ホ
、
マ
、
ミ
、
ム
、
メ
、
モ
、
ヤ
、
ユ
、
ヨ
、

ラ
、
リ
、
ル
、
レ
、
ロ
、
ワ
、
ヲ
、
ン
、
�アア
、
�アイ
、
�アウ
、
Ｂ
、
�アエ
、
�アオ
、

�アカ
、
�アキ
、
�アク
、
�アケ
、
�アコ
、
�アサ
、
�アシ
、
�アス
、
�アセ
、
�アソ
、
�アタ
、
�アチ
、
�アツ
、
�アテ
、

�アト
、
�アナ
、
�アニ
、
�アヌ
、
�アネ
、
�アノ
、
�アハ
、
�アヒ
、
�アフ
、
�アヘ
、
�アホ
、
�アマ
、
�アミ
、
�アム

及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　

注
座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
八
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

北
菅
野
沢

土
石
流

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
菅
野
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
仙
台
土
木
事

務
所

東
菅
野
沢

土
石
流

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
菅
野
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

北
沢

土
石
流

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
北
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）
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井
戸
尻
沢

土
石
流

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼
字
井
戸
尻
（
次
の
図
の

と
お
り
）

浜
田
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼
字
浜
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

菅
野
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
菅
野
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

菅
野
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
菅
野
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

菅
野
沢
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
菅
野
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

森
郷
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
内
ノ
目
北
（
次
の
図

の
と
お
り
）

森
郷
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
名
古
曽
（
次
の
図
の

と
お
り
）

青
山
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
青
山
四
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

青
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
青
山
二
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

花
園

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
花
園
三
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

浜
田
の
７

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼
字
浜
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

青
山
二
丁
目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
青
山
二
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

金
生

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
金
生
、
字
金
鋳
神

（
次
の
図
の
と
お
り
）

硯
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
硯
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

硯
沢
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
硯
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

勝
負
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
勝
負
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

勝
負
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
勝
負
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

神
楽
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
神
楽
崎
、
字
山
崎
、

字
畑
合
、
字
琵
琶
ヶ
崎
（
次
の
図
の
と
お
り
）

欠
下
東
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
欠
下
東
、
青
葉
台
三

丁
目
（
次
の
図
の
と
お
り
）

欠
下
北
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
欠
下
北
（
次
の
図
の

と
お
り
）

欠
下
北
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
字
榎
、
字
孝
行
松
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
沢
西

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
大
沢
西
、
字
西
沢
北

（
次
の
図
の
と
お
り
）

藤
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
藤
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

し
ら
か
し
台

の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
し
ら
か
し
台
五
丁
目
（
次
の

図
の
と
お
り
）

山
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
山
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
窪
南

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
大
窪
南
（
次
の
図
の

と
お
り
）

八
幡
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
八
幡
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

高
清
水
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
桜
渡
戸
字
大
貝
口
、
字
舘
ヶ

沢
、
字
高
清
水
、
利
府
町
葉
山
二
丁
目
、
赤

沼
字
大
貝
、
字
放
森
（
次
の
図
の
と
お
り
）

硯
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
硯
沢
、
字
筆
沢
（
次

の
図
の
と
お
り
）

円
福
寺

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
円
福
寺
（
次
の
図
の

と
お
り
）

唄
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
唄
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

広
畑

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
広
畑
（
次
の
図
の

と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
九
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所
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菅
野
沢

土
石
流

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
北
沢
、
字
長
田

（
次
の
図
の
と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

袖
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
硯
沢
、
字
勝
負
沢

（
次
の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

白
石
市
東
町
五
丁
目
五
百
三
十
八－

一
、
五
百
三
十
八

－
二
、
五
百
三
十
九－

一
、
五
百
三
十
九－

二
、
五
百
四

十－
一
、
五
百
四
十－

二
、
五
百
四
十
一－

一
、
五
百
四

十
一－

二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

白
石
市
鷹
巣
字
芳
賀
屋
敷
六
十－

四

�
株
式
会
社　

塩
の
谷
建
設　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
仲
町
浦
十
一
番
一
、
二
十
七
番

一
の
一
部
、
二
十
八
番
の
一
部
、
二
十
九
番
、
三
十
番
一
、

三
十
一
番
一
、
十
一
番
一
の
地
先
の
道
の
一
部
、
二
十
九

番
の
地
先
の
水
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区
品
濃
町
五
百
四
十
五
番
地
三

�

株
式
会
社
ア
イ
エ
ー
オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ス

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
二
号

　

令
和
三
年
三
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第
七
十

六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
六
〇
〇

二�　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
四
一
、
二
四
五

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

青

葉

選

挙

区　
　

八
二
、
〇
八
八　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区　
　

一
二
、
一
四
〇

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
三
、
一
九
六　
　
　
　

登

米

選

挙

区　
　

二
二
、
一
四
七

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
八
、
五
八
一　
　
　
　

栗

原

選

挙

区　
　

一
九
、
一
四
一

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
五
、
〇
二
三　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区　
　

一
一
、
一
三
五

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
九
、
八
四
七　
　
　
　

大

崎

選

挙

区　
　

三
六
、
二
五
九

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
二
、
一
七
三　
　
　
　

富
谷
・
黒
川
選
挙
区　
　

二
五
、
四
八
二

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
五
、
三
七
五　
　
　
　

柴

田

選

挙

区　
　

二
二
、
八
六
〇

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
一
、
五
六
七　
　
　
　

亘

理

選

挙

区　
　

一
三
、
〇
五
九

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
三
、
三
三
八　
　
　
　

宮

城

選

挙

区　
　

一
三
、
八
八
〇

　
　

名

取

選

挙

区　
　

二
一
、
六
二
八　
　
　
　

加

美

選

挙

区　
　
　

八
、
三
七
五

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
一
、
八
九
四　
　
　
　

遠

田

選

挙

区　
　

一
一
、
四
九
四

　
　

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
二
、
六
四
五
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〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
三
号

　

令
和
三
年
三
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　

三
四
一
、
二
四
五


